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平成２２年度 事業計画 

 

１．事業方針 

 

我が国の景気はやや回復傾向にあるものの、雇用情勢の低迷、デフレの進行等不安

定な状況が続いており、依然として厳しい経済状況から脱しえていない環境下にあ

る。また一方で、環境対策、デジタルネットワークの進展、市場変化のスピード化等

に対応することが求められており、引き続いて科学技術の振興を一層図っていく必要

がある。 

このような状況下において、政府による知的財産戦略も昨年第３期を迎え、その基

本方針においては、イノベーション促進のための知財戦略強化、グローバルな知財戦

略の強化等を掲げ、世界を見据えた戦略的な施策の実施に向けた取り組みが行われて

いるところである。当協会としても政府の知財施策に沿いながら諸事業を展開してい

くとともに、我が国における科学技術振興に向けた発明の奨励、将来を担う青少年の

創造性開発育成等の諸事業を積極的に実施していく必要がある。 

他方、平成２０年１２月に新公益法人制度が施行され、当協会としても新法人移行

に向けた準備を着実に行っているところである。本年度においては、会員各位の協力

を得ながら、新法人移行に向けた第一段階として発明協会本・支部組織について抜本

的な見直しを行う。 

 

 今年度事業計画の重点事項は次のとおりとする。 

（１）新法人移行に向けた第一段階として、地域における発明奨励等機関の設立を支援

し、また、支部の分離及び地域における発明奨励等機関に必要な助成を行うための

定款改正を行う。 

（２）当協会の根幹である発明奨励事業及び青少年創造性開発育成事業を着実に推進す

るとともに、一層の充実に努める。また、新規事業として全国少年少女チャレンジ

創造コンテスト事業を実施する。 

（３）産業財産権制度の普及啓発に資するため、「中小企業産業財産権制度活用支援事

業」及び「地域知財戦略本部が実施する事業」等への参画を図り、着実に事業実施

に努める。 

    また、当協会が行っている自主事業について充実・強化に努める。 

（４）産業財産権制度等における諸問題の研究を積極的に行っていくため、会員等に協

力を求めた委員会を活用し、その成果を提供する。 

 

 なお、国等からの受託事業については競争的手法による契約となっているため、一

部不確定要素のある事業についても事業計画に盛り込んでいる。 
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２.恩賜発明賞・恩賜記念賞の贈呈 

 

皇室より拝受する御下賜金の趣旨に沿い、全国発明表彰においては、優秀な発明を

した発明者に恩賜発明賞を、また、全日本学生児童発明くふう展においては、優れた

作品の創作者に恩賜記念賞をそれぞれ贈呈する。 

 

 

３.発明奨励振興事業 

 

（１）全国発明表彰 

我が国における優れた発明、考案又は意匠の創作並びにそれらの実施及び奨励

等に関し、特に顕著な功績があると認められる者を顕彰することにより、科学技

術の振興と産業の発展を図る。 

 

（２）地方発明表彰 

地方自治体をはじめ関係団体の協力を得て、各地方における優れた発明、考案

又は意匠の創作並びにそれらの実施及び奨励等に関し、特に功績があると認めら

れる者を顕彰することにより、地方における科学技術の振興と産業の発展を図る。 

 

（３）青少年創造性開発育成事業 

  次代を担う青少年の科学技術に対する夢を育み、創造性豊かな人間形成を図る

ための諸事業を実施する。 

① 少年少女発明クラブ 

地方自治体及び関係団体の協力の下、全国各地の「少年少女発明クラブ」の

拡充を図る。 

また、「少年少女発明クラブ全国会議」を東京都及び地方都市において開催

する他、同クラブ指導員の資質向上と指導員相互の交流・情報交換を目的に地

域ブロック別・都道府県別に研修会を開催する。 

② 全日本学生児童発明くふう展 

小学生から高校生に至る児童生徒に、発明くふうの楽しさを体得させるとと

もに、その優れた発明くふう作品を顕彰することにより、創造性豊かな人間形

成を図る。 

③ ＷＩＰＯ賞の贈呈 

世界知的所有権機関（ＷＩＰＯ：国連の専門機関）の協力を得て、全日本学

生児童発明くふう展の優秀作品にＷＩＰＯ賞を贈呈する。 

④ 未来の科学の夢絵画展 

全国の園児や小・中学校及び在日外国人学校の児童生徒に、未来の科学に関

する夢を絵画として表現させるとともに、その優れた作品を顕彰することによ
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り、科学的な探究心と創造力の伸長を図る。 

⑤ 地域アイデア創作活動事業 

  地方自治体等と連携し、地域の子供たちに地域社会の課題への解決策となる

アイデアを創作（新たな特産物の提案、地域の PR 紙製作等）させることにより、

子供たちの地域社会への積極的な参加と創意工夫活動の充実を図る。 

⑥ 全国少年少女チャレンジ創造コンテスト事業 

全国の少年少女を対象にコンテスト課題を設定し、作品をチームで共同作成

させ、優秀チームを顕彰することにより、ものづくりの楽しさ、チームワーク

の大切さを体験させるとともに、柔軟なアイデアや豊かな発想力の伸長を図る。 

 

（４）全国発明振興会議 

発明奨励に係る諸施策の推進、産業財産権制度の普及、産業財産権情報の有効

活用等を通じて我が国科学技術の振興と産業の発展を図るため、県等地方自治体

の発明奨励・産業財産権主管者及び当協会本・支部代表者が一堂に会する全国発

明振興会議を岡山県において開催する。 

 

（５）地域発明奨励等助成事業 

   地域における当協会と同目的の機関が実施する発明奨励及び知的財産権制度の

普及啓発等の事業に対し助成金を交付する。 

 

 

４．特許制度普及事業 

 

（１）発明総合相談指導 

産業財産権制度の円滑な運用とその普及啓発を図るため、各地において発明相

談指導を行う。 

 

（２）中小企業産業財産権制度活用支援事業 

 地域の中小・ベンチャー企業等を対象とした知的財産に関する一元的な相談窓

口を設置し、相談内容に応じた知財の専門家がその場で適切な対応を行うことで、

利用者にとって利便性の高い相談窓口の整備を図る。 

① 全国 47 都道府県支部に知財総合窓口を設置するとともに、中小企業等の抱え

る悩みや課題を正確に把握し、適切な解決方策を判断する知財活用支援コーデ

ィネーターを配置する。 

② 各地域の中小企業等に知財専門家（弁理士、弁護士、特許情報活用支援アド

バイザー、特許流通アドバイザー及び企業等知財経験者ＯＢ等）を派遣し、専

門指導を実施する。 
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③ 適切な知財専門家が指導助言を行う個別相談会を開催する。 

④ 各支部にインターネット出願用パソコンを配置し、インターネット出願の指

導・相談を行う。 

 

 

（３）知的財産権制度説明会事業 

   知的財産権制度等の一層の普及を図るため、本・支部において各種説明会を実

施する。 

 

（４）中小企業等特許先行技術調査支援事業 

出願審査請求制度の適正化に資するため、中小企業･個人等における特許出願後

審査請求前の案件を対象に先行技術調査を実施する。 

 

（５）ワンストップサービス事業 

知的財産権制度を活用する中小・ベンチャー企業、金融機関等に対して、知的

財産の創造・保護・活用の各段階の技術的支援を行うワンストップサービス事業

を実施する。 

  

（６）知的財産権研修教育事業 

① 企業実務における知的財産に関する高度の専門的知識と戦略的活用に優れた

人材の育成を図ることを目的として、第１課程（法律･条約）、第２課程（特許

管理・実施契約）及び第３課程（特許訴訟・侵害訴訟）にわたる知的財産権本

科研修を実施する。 

② 知的財産の創造、保護、活用のための多様なニーズに応え、入門、基礎、手

続から極めて専門性の高いレベルまで幅広い分野の講座・研修を開催する。 

③ 政府機関、企業等の委託者の個別研修ニーズに沿う研修プログラムを実施す

る。 

④ 知的財産権に係る地方裁判所から最高裁判所までの判決を要約し「知的財産

権判決速報」として月１回発行するとともに、Web版も提供する。 

⑤ 大学教授、裁判所判事等の学識経験者による知的財産権法判例研究会を開催

し、その成果を月刊誌「発明」への掲載等を通じ広く社会に還元する。 

 

（７）特許流通促進事業 

 開放意思のある特許を企業、大学及び研究機関等において円滑に流通させるこ

とを通じて、中小・ベンチャー企業における新製品開発の活性化、新規事業の創

出を図るべく、知的財産を有効かつ戦略的に活用し得る環境整備を行う。 

① 特許流通アドバイザー派遣事業 

知的財産とその流通に関する専門家である「特許流通アドバイザー」を全国
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の都道府県及び大学等の技術移転機関（TLO）へ派遣し、地域の中小企業、ベ

ンチャー企業、大学等への訪問を通じて、保有している特許・技術（シーズ）

や導入を望む技術情報（ニーズ）を発掘・収集し、シーズとニーズが合致する

企業等のマッチングや特許ライセンス（技術移転）、その他相談業務等の支援

を実施する。 

併せて、特許流通に関するノウハウの継承を目的として、特許流通アドバイ

ザーを派遣している地方自治体が確保する人材（特許流通アシスタントアドバ

イザー）に対して、OJT（on the job training）を通じた指導等による人材育成

支援を行うとともに、育成の完了した特許流通アシスタントアドバイザー（自

治体特許流通コーディネーター）も加えた会議、研修等を実施する。 

② 知的財産権取引業育成支援環境整備事業 

自立的な特許流通市場に必要な人材の育成、知的財産権取引ビジネスの振興

を目的に、（ⅰ）特許流通・技術移転に関する国際特許流通セミナーの開催、

（ⅱ）特許ビジネス市の開催等の支援を行う。 

 

（８）アジア諸国における知的財産研修等の開催 

 関係団体及び関連企業から協賛金を募集し、海外の知的財産に関する団体等と

連携しながら、アジア諸国から各国の中核となる者を招聘して研修を実施する。

また、アジア諸国に対する知的財産の普及啓発を図るべく、専門家派遣等を行う。 

 

（９）発明の日、科学技術週間協賛事業 

発明の日、科学技術週間の協賛事業として科学技術の普及・振興並びに知的財

産権制度の周知に関する行事を行う。 

 

 

５．公報等情報普及事業 

 

インターネットの普及に対応し、産業財産権制度に関する各種Ｗｅｂサービスをは

じめ積極的に情報提供サービスを推進する。①ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ公報類

等の普及・販売、②公報の紙媒体による発行・販売、③公開技報Ｗｅｂサービスの推

進、④ホームページ登録サービスの推進、⑤特許マップ作成ソフト並びに分析用デー

タの販売、⑥「2010 特許・情報フェア」の開催、⑦総合的な情報提供に向けたポータ

ルサイトの検討・推進等を行う。 

 

 

６．図書刊行事業 

 

知的財産尊重の機運が高まる状況において、研究者・知的財産関係者から一般読者



 

 - 6 - 

までの多様なニーズに応えられる出版物を企画し、各読者層への幅広い拡販活動に努

める。特に、法改正に即した書籍を迅速かつ的確に刊行するとともに知的財産権雑誌

「発明」を継続的に発行する。 

 

 

７．調査研究事業 

 

産業財産権制度の円滑な運用と普及を図るため、会員等の専門人材を活用した委員

会を開催し、知的財産権制度の普及、模倣品問題、国際協力の在り方等についての研

究を積極的に行い、広く一般にその成果を提供する。 

 

 

８．知的財産保護に関する連携促進事業 

 

海外における知的財産権侵害問題の解決に意欲を有する企業・団体が業種横断的に

集まった「国際知的財産保護フォーラム」の活動に積極的に参加することにより、民

間関係者の知識の共有化及び官民の情報交換を促進し、模倣品対策のレベルアップを

図る。 

 

 

９．外国産業財産権制度支援事業 

 

（１）産業財産権人材育成協力 

① アジア太平洋域内の途上国から産業財産権関係者を研修生として受入れ、産

業財産権制度等に関する研修を実施する。 

② 同研修に使用する教材を整備する。 

③ 帰国研修生のフォローアップのための産業財産権に関するセミナーを開催す

る。 

 

（２）産業財産権侵害対策等 

① 産業財産権侵害対策等相談 

我が国の中小・ベンチャー企業等が諸外国での円滑な権利取得及び権利行使

を行うため、産業財産権に関する最新情報を収集・整備し、模倣被害アドバイ

ザーを配置して模倣品・権利侵害対策に関する相談指導を行なうとともに、外

国産業財産権制度に関する相談指導を行う。また、地方において産業財産権侵

害対策説明相談会を開催する。 

② 外国産業財産権制度説明会 

中小・ベンチャー企業等に外国産業財産権制度及び模倣品・権利侵害対策に
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関する情報の周知・普及を図るため、国内外から専門家を講師として招聘し、

産業財産権侵害対策も含めた諸外国の産業財産権制度に関する説明会を開催す

る。 

 

 

１０.国際交流事業 

 

（１）海外で開催される発明工夫展等に全日本学生児童発明くふう展において優秀な

成績を収めた青少年を中心とする日本代表団を派遣する。 

 また、発明奨励国際フォーラム（ＩＦＩＰ）に参加し、国際的意識の共有化を

図るとともに、団体間の連携を強化すべく、その具体的な取り組みについて意見

交換を行う。 

 

（２）知的財産創造の奨励と知的財産保護・活用の国際的普及を図るため、世界知的

所有権機関を始めとする世界の知的財産関係機関との協力・連携を一層推進する。 

 

 

１１．関係省庁協力事業 

 

（１）叙勲・褒章並びに科学技術分野の文部科学大臣表彰制度において、本・支部は

候補者の調査・推薦に努める。 

 

（２）産業財産権制度関係功労者表彰制度及び産業財産権制度活用優良企業等表彰制

度において、本・支部は候補者の調査・推薦に努める。 

 

（３）本・支部において特許印紙の普及に努め、出願人、代理人等の円滑な出願手続

きを推進する。 

 

 

１２．支部事業 

 

（１）支部の分離・独立化に伴い、各地域において発明奨励事業等を実施する地域機

関を設立する。 

 

（２）各支部は、地方における優れた発明、考案等を顕彰することにより、それぞれ

の地方における科学技術の振興と産業の発展に寄与するため、発明展を実施する。 

 

（３）各支部は、地域の拠点として、発明奨励に係る諸施策の推進、産業財産権制度
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の普及、産業財産権情報の有効活用等に関する事業を行う。 

 

（４）各支部は、会員の一層の拡充による支部基盤の強化及び地域経済の活性化を図

るため、それぞれの地域における会員獲得に向けた取り組みを充実・強化する。 

 

（５）各支部は、地域中小企業等の技術開発、新規事業の創設等を支援するため、各

経済産業局、地方自治体、公設試験研究機関等との連携を強化し、全国各地の知

的所有権センターの業務に参画し、円滑な運営に努める。 

 

（６）各経済産業局・地域知財戦略本部が行う事業に対し、本部・支部が連携して積

極的に参画し、同事業の着実な実施に努める。 

 

（７）支部基盤を強化する諸方策を検討するため、ブロック会議等を開催する。 

 

 

１３．会員サービスの拡充 

 

会員サービスの拡充を図るため、知的財産関連情報、新技術情報等を機関紙「月報

はつめい」又は会員専用のホームページを通じて全国の会員に提供する。 

 

 

１４．広報活動 

インターネット、機関紙等を通じて当協会の事業活動や知財一般に関する広報

活動を推進する。 

 

 

１５．業務の合理化 

 

 環境変化に対応するため、組織及び業務の直しを行うとともに、事務の的確かつ効

率的な処理に努める。 

 

 

１６．事業監査の実施 

 

 当協会事業の適正な運営を確保するため、事業監査室において、業務全般を対象に

厳正な監査を行う。 
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１７．新公益法人制度への対応 

 

（１）地域において発明奨励事業等を実施する機関の設立を支援する。 

 

（２）支部の分離及び地域における発明奨励機関に必要な助成を行うための定款改正

を行う。 

 

（３）新公益法人制度に対応した法人への移行について、新法人移行検討委員会にお

いて引き続き検討を行う。 



(単位：千円)

予    算    額 前年度予算額 増          減 備　　　　　考

Ⅰ 事 業 活 動 収 支 の 部

１．

(1) 50 50 0

(2) 6,750 5,920 830

(3) 8,408 8,817 ▲ 409

(4) 272,956 281,373 ▲ 8,417

(5) 2,318,331 2,674,085 ▲ 355,754

① ( 53,643 ) ( 41,801 ) ( 11,842 )

② ( 82,441 ) ( 83,732 ) ( ▲ 1,291 )

③ ( 464,179 ) ( 517,125 ) ( ▲ 52,946 )

④ ( 1,203,744 ) ( 1,374,547 ) ( ▲ 170,803 )

⑤ ( 361,487 ) ( 452,470 ) ( ▲ 90,983 )

⑥ ( 152,837 ) ( 204,410 ) ( ▲ 51,573 )

(6) 2,863,248 3,251,730 ▲ 388,482

① ( 1,360,489 ) ( 1,412,083 ) ( ▲ 51,594 )

② ( 1,346,257 ) ( 1,587,839 ) ( ▲ 241,582 )

③ ( 22,000 ) ( 75,045 ) ( ▲ 53,045 )

④ ( 46,863 ) ( 73,225 ) ( ▲ 26,362 )

⑤ ( 87,639 ) ( 103,538 ) ( ▲ 15,899 )

(7) 120,000 120,000 0

① ( 60,000 ) ( 60,000 ) ( 0 )

② ( 60,000 ) ( 60,000 ) ( 0 )

(8) 188,282 211,566 ▲ 23,284

(9) 254,180 277,986 ▲ 23,806

6,032,205 6,831,527 ▲ 799,322

2. 　事  業  活  動  支  出

(1) 4,339,999 3,180,209 1,159,790

① ( 243,028 ) ( 238,003 ) ( 5,025 )

② ( 110,482 ) ( 132,346 ) ( ▲ 21,864 )

③ ( 397,738 ) ( 439,111 ) ( ▲ 41,373 )

④ ( 1,576,568 ) ( 1,779,051 ) ( ▲ 202,483 )

⑤ ( 266,976 ) ( 322,108 ) ( ▲ 55,132 )

⑥ ( 222,037 ) ( 269,590 ) ( ▲ 47,553 )

⑦ ( 1,523,170 ) ( 0 ) ( 1,523,170 )

(2) 2,683,184 3,077,438 ▲ 394,254

① ( 1,306,642 ) ( 1,350,732 ) ( ▲ 44,090 )

② ( 1,246,462 ) ( 1,495,449 ) ( ▲ 248,987 )

③ ( 19,548 ) ( 73,369 ) ( ▲ 53,821 )

④ ( 43,956 ) ( 66,208 ) ( ▲ 22,252 )

⑤ ( 66,576 ) ( 91,680 ) ( ▲ 25,104 )

(3) 26,919 25,453 1,466

(4) 523,472 551,653 ▲ 28,181

① ( 189,666 ) ( 207,725 ) ( ▲ 18,059 )

② ( 333,806 ) ( 343,928 ) ( ▲ 10,122 )

7,573,574 6,834,753 738,821

▲ 1,541,369 ▲ 3,226 ▲ 1,538,143

Ⅱ 投 資 活 動 収 支 の 部

1. 投　資　活　動　収　入

(1) 461,911 0 461,911

(2) 1,131,259 120,500 1,010,759

(3) 560 1,362 ▲ 802

(4) 12,200 0 12,200

1,605,930 121,862 1,484,068

2. 投　資　活　動　支　出

(1) 60,000 60,000 0

(2) 0 0 0

(3) 0 50,500 ▲ 50,500

60,000 110,500 ▲ 50,500

1,545,930 11,362 1,534,568

4,561 8,136 ▲ 3,575

305,136 297,000 8,136

309,697 305,136 4,561

(注)1.借入金限度額は、定款第40条(借入金)による。

　　 2.債務負担額　　0　円

　 　3.事業収入の①発明奨励振興事業収入には、財団法人JKA補助金が含まれている。（52,643千円、前年39,801千円）

        収    支    予    算    書    (案)         

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

基 金 寄 付 収 入

資 金 寄 付 収 入

特 許 庁 受 託 事 業 収 入

工 業 所 有 権 情 報 ・ 研 修 館 受 託 事 業 収 入

科            目

　事　業　活　動　収　入

特 定 資 産 運 用 収 入

御 下 賜 金

補 助 金 等 支 出

発 明 会 館 等 運 営 支 出

管 理 費 支 出

特 許 庁 受 託 事 業 支 出

基 金 運 用 収 入

会 費 収 入

事 業 収 入

公 報 普 及 事 業 収 入

情 報 サ ー ビ ス 事 業 収 入

発 明 奨 励 振 興 事 業 収 入

特 許 制 度 普 及 事 業 収 入

図 書 刊 行 等 事 業 収 入

地 方 事 業 収 入

補 助 金 等 収 入

事 業 活 動 支 出 計

発 明 会 館 等 賃 貸 収 入

特 許 制 度 普 及 事 業 支 出

図 書 刊 行 等 事 業 支 出

情 報 サ ー ビ ス 事 業 支 出

雑 収 入

特 許 庁 請 負 事 業 収 入

工 業 所 有 権 情 報 ・ 研 修 館 請 負 事 業 収 入

地 域 知 財 本 部 事 業 収 入

寄 付 金 収 入

工 業 所 有 権 情 報 ・ 研 修 館 受 託 事 業 支 出

地 域 知 財 本 部 事 業 支 出

地 方 ・ 振 興 事 業 支 出

公 報 普 及 事 業 支 出

事 業 活 動 収 入 計

発 明 奨 励 振 興 事 業 支 出

特 許 庁 請 負 事 業 支 出

事 業 費 支 出

地 域 発 明 奨 励 等 助 成 事 業 及 び 移 管 支 出

固 定 資 産 売 却 収 入

工 業 所 有 権 情 報 ・ 研 修 館 請 負 事 業 支 出

基 金 取 崩 収 入

投 資 活 動 収 入 計

貸 付 金 戻 り 収 入

事　業　活　動　収　支　差　額

人 件 費

事 務 費

特 定 資 産 取 崩 収 入

固 定 資 産 取 得 支 出

投 資 活 動 支 出 計

貸 付 金 支 出

特 定 資 産 支 出
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投　資　活　動　収　支　差　額

当　期　収　支　差　額

前　期　繰　越　収　支　差　額

次　期　繰　越　収　支　差　額


